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に、新たに、災害に強い森林づくり及び県民全体
で森林を支える社会づくりを進めるために検討し
てきた「みえ森と緑の県民税」について、平成
25(2013) 年 3 月に関連する条例を制定し、平成
26（2014）年 4 月から導入することとなりました。

これらの計画等を基本としながら、本県では、
県民一人ひとりをはじめ、事業者やＮＰＯなど、さ
まざまな主体による環境保全のための自立的な行
動や取組を支援するとともに、各主体間の連携を
図っていきます。

（１） 三重県環境基本条例
「三重県環境基本条例」は、環境保全に関する

基本理念や、県・事業者・県民の責務、県と市町
との協働を明らかにするとともに、環境保全に関
する施策の基本的な事項を定めています。
＜基本理念の 4 つの項目＞
・良好な環境の確保と将来の世代への継承
・持続的発展が可能な社会の構築
・生態系の均衡の保持、やすらぎとうるおいのあ

る快適な環境の確保
・国際的協調による地球環境の保全

（２）三重県環境基本計画
本県では、環境の保全に関する施策を総合的、

計画的に進めていくため、平成 9（1997）年度
に最初の環境基本計画を策定（平成 16（2004）
年 6 月に同計画を改定）し、環境の保全に取り組
んできました。

平成 24（2012）年には、東日本大震災の発
生などによるエネルギー問題や生物多様性の保全
など、社会や環境の状況の変化に対応するため
に、新しい環境基本計画を策定しました。

この基本計画では、これまでの取組結果や本県
の状況を整理した上で、平成 24（2012）年度
から平成 33（2021）年度までの 10 年間を目標
に、長期的な視点からめざすべき姿と基本目標を
定めています。

また、この計画を着実に実施していくために、
推進計画（アクションプラン）を策定し、各施策
の進捗状況等を把握し、適切な進行管理を行うこ
ととしています。

平成 24（2012）年度の推進計画（アクション
プラン）における取組の指標の進捗状況は表 1 の
とおりです。

（２）三重県の動向
本県では、これまで、四日市公害への取組にお

ける窒素酸化物等の「総量規制」や環境影響評価
（環境アセスメント）、産業廃棄物税の導入など、
全国に先駆けた取組を含めて、時代に応じた環境
政策を実施してきました。近年では、地球温暖化
や廃棄物の減量など新たな課題にも取り組んでい
ます。

こうした取組の結果、事業活動等に伴う環境負
荷の低減については、一定の効果が認められて
いますが、一方では、自動車の排出ガスによる大
気汚染や生活排水による水質汚濁、地域における
ごみの排出や暮らしに伴う温室効果ガスの排出な
ど、私たち一人ひとりの生活に関わる身近なとこ
ろでの環境負荷が課題となっています。

これらの課題に対応するため、平成 24(2012)
年 3 月に策定した「三重県環境基本計画」のほ
か、「三重県廃棄物処理計画」、「三重県地球温
暖化対策実行計画」などの個別計画による取組を
進めています。また、平成 24(2012) 年 8 月には
「三重県生活排水処理施設整備計画（以下、生
活排水処理アクションプログラムという。）」の見
直し、平成 25(2013) 年 3 月には、「三重県自動
車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質総
量削減計画（以下、「NOx・PM 総量削減計画」
という。）」の策定を行いました。さらに、東海三
県一市が連携し、伊勢湾総合対策協議会として海
岸漂着物対策に係る国への提言活動等を行ったと
ころ、国の平成 24 年度補正予算において、「海
岸漂着物地域対策推進事業」として、全国で約
100 億円（本県分約 2 億 7 千万円）という大規
模な予算措置がされました。今後は、この予算を
活用し、県内の海岸漂着物の回収・処理はもとよ
り、発生抑制対策等の推進が必要です。

自然環境の保全に関しては、人々の暮らしの変
化の中で、身近な自然とのつながりが薄れたこと
による里地里山の機能喪失や森林の荒廃、地域
の生態系のバランスの崩れなどによる獣害の発生
や広葉樹の立ち枯れの発生などが課題となってき
ています。また、平成 23（2011）年 9 月に発生
した紀伊半島大水害など、大規模な豪雨災害が頻
発していることから、災害に強い森林づくりをはじ
め、これまで以上に森林の公益的機能を高める整
備を進めていく必要があります。

そのため、平成 24（2012）年 3 月に策定し
た「みえ生物多様性推進プラン」や「三重の森
林づくり基本計画 2012」を推進していくととも

3 環境政策の指針



6

めざすべき姿
私たちは、かけがえのない地球環境の中で、

自然と共生し、環境への負荷の少ない持続可
能な社会の構築をめざします。

基本目標
基本目標Ⅰ 環境への負荷が少ない持続可

能な社会づくり
基本目標Ⅱ 自然と共生し身近な環境を大

切にする社会づくり

表１ 環境基本計画推進計画（アクションプラン）における取組の指標の進捗状況

施策 数値目標項目 単位
目標値

(2015年度 )

現状値
(2010年度 )

2012年度

目標値① 実績値② 目標達成状況
（②／①）

基
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基
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く
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第
３
章

計
画
の
実
現
に
向
け
た
仕
組
み
づ
く
り
・
基
盤

づ
く
り

1 低炭素社会の構築
（地球温暖化の防止）

温室効果ガス排出量の基準年度比
（森林吸収量を含む）

%
2013年度
+1.5 以下

2008年度
+9.7

2010年度
+6.3 以下

2010年度
+4.9 1.00

2 循環型社会の構築
（廃棄物対策の推進）

廃棄物の最終処分量 千トン
2014年度
306以下 367

2011年度
352以下

2011年度
345 1.00

3 大気環境の保全 大気環境に係る環境基準の達成率 % 100 96.4 100 100 1.00

4 水環境の保全 河川・海域水域における環境基準の
達成率

% 95.7 92.9 91.4 90 0.98

1 生物多様性の保全およ
び持続可能な利用

生物多様性の保全活動実施箇所 か所 74
2011年度

34 44 44 1.00

2 自然とのふれあいの確保 自然とのふれあいの場の満足度 % 85.0 80.1 82.0 81.2 0.99

3 森林等の公益的機能の
維持確保

間伐実施面積（累計） ha 36,000 ̶ 9,000 5,870 0.65

4 良好な景観の形成 市町、県が制定した景観に関する条
例等の件数（累計）

件 34 29 31 31 1.00

5 歴史的・文化的環境の
保全

文化財情報アクセス件数 件 /月 17,000 14,208 16,700 16,723 1.00

1 ひとを育てる
～環境学習・環境教育の推進～

環境教育参加者数 人 29,000 28,577 30,000 33,797 1.00

2 担い手となる主体を育てる
～環境活動の促進～

指導者養成講座受講者数

数値による取組の指標を設定していません。

数値による取組の指標を設定していません。

人 1,500 1,039 1,200 1,567 1.00

3

4

環境経営を進める

仕組みをより的確に運
用する

三重県版小規模事業者向け環境マネ
ジメントシステム（M-MES）認証
事業者数（累計）

件 420 217 290 278 0.73

5

6

技術・情報基盤をより
充実する

環境で貢献する

環境の保全に関する調査研究成果件数 件 16 15 14 16 1.00

2012年度の目標達成状況は、取組の指標が累計値の場合、2010年度の現状（実績）値を2012年度の目標値および実績値から差し引いて計算しています。
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リサイクル認定製品の普及など再生利用に関する
取組を進めます。

さらに、産業廃棄物の不法投棄等の未然防止
や、初期段階での機動的な対応を進めるため、市
町等との連携を図りつつ、引き続き監視・指導を
徹底していくとともに、産業廃棄物の不適正処理
事案等については、原因者に対して是正措置の履
行指導を行い、原因者による措置が困難な場合等
には、生活環境保全上の支障等の状況に応じて、
行政代執行による是正を進めるなど、地域住民の
安全・安心の確保を図ります。４つの不適正処理
事案（四日市市大矢知・平津、桑名市源十郎新
田、桑名市五反田、四日市市内山）については、
「特定産業廃棄物に起因する支障の除去等に関
する特別措置法（以下、産廃特措法という。）」
に基づく国の支援を得て、行政代執行による是正
を進めます。

（３）大気環境の保全
良好な大気環境を保全するため、工場や事業場

からの大気汚染物質の排出が適正に管理されるよ
う、事業者にコンプライアンスの徹底を図ります。
また、自動車ＮＯｘ・ＰＭ法対策地域においては、
平成 25（2013）年 3 月に策定した「ＮОｘ・Ｐ
Ｍ総量削減計画」では、「平成 32 年度までに対
策地域全域での環境基準を確保すること」を目標
としており、地域の実情に応じた各種対策を講じ
ます。

（４）水環境の保全
公共用水域等の水質改善のため、工場・事業場

における排水基準の遵守を徹底するほか、立入検
査時に工場・事業場の経営者等と対話を行い、コ
ンプライアンス意識の向上を図ります。また、伊勢
湾の水質改善については、伊勢湾水質総量規制に
基づき工場等の排水のＣＯＤ、窒素、りんの総量
削減など水質の保全・改善に向けた取組を進めま
す。

また、生活排水対策として、生活排水処理アク
ションプログラムに基づき、下水道、集落排水施
設及び浄化槽等の施設整備を進めます。

伊勢湾の再生に向け、国を含めた関係自治体等
で策定した「伊勢湾再生行動計画」を着実に推
進するため、さまざまな主体との連携のもと、伊勢
湾流域圏での海岸漂着物等の清掃に係る統一行
動である「伊勢湾 森・川・海のクリーンアップ大
作戦」の実施などに取り組んでいきます。さらに、

良好な環境を将来の世代に継承していくために
は、県民一人ひとりや企業などのあらゆる主体が、
その活動によって生じる環境への負荷をできる限り
少なくすることができる社会の仕組みが求められて
います。

そのため、本県では、県民一人ひとりが、自立
し、行動する県民（アクティブ・シチズン）とし
て、環境保全の大切さを理解して行動に結びつけ
ていけるように、さまざまな主体による環境保全の
ための個々の自律的な行動や取組が有機的に連携
しうる社会の実現をめざします。

（１）低炭素社会の構築
地球温暖化対策計画書制度による事業所の自主

的な温室効果ガスの排出削減への取組を促進する
ほか、地球温暖化防止活動推進員等による県民向
け普及啓発の推進、自動車の使用に伴う温室効果
ガスの排出量を削減するエコドライブや次世代自
動車の普及促進、再生可能エネルギーの普及促進
を行います。さらに、大気中の二酸化炭素をより
多く吸収・貯蔵する健全な森林づくりを積極的に
行っていきます。

また、県民、事業者、行政等のさまざまな主体
が力を合わせて地球温暖化対策に取り組むことに
より、新たな豊かさを実感できる低炭素社会の実
現をめざすため、現在新たな条例のあり方につい
て検討を進めています。

（２）循環型社会の構築
一般廃棄物の「３Ｒ」の実践に向けて、環境意

識を高揚するための普及啓発や市町等と協働した
ごみの循環利用に関する取組を進めるとともに、
災害時に備えた廃棄物処理体制の充実化を図りま
す。また、産業廃棄物の処理について、排出事業
者責任を一層確保するため、電子マニフェストや優
良産廃処理認定業者の利活用を進めるとともに、

4 三重県の環境施策の方向

取組の視点
（１）ひとを育てる
（２）担い手となる主体を広げる
（３）環境経営を進める
（４）仕組みをより的確に運用する
（５）技術・情報基盤をより充実する
（６）環境で貢献する
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（９）歴史的・文化的環境の保全
市町等と協働して、国・県指定文化財など、豊

かな自然や多様な歴史が育んだ文化資源の保全と
活用に取り組むとともに、世界遺産「紀伊山地の
霊場と参詣道」や、亀山市関宿の伝統的建築物
群等の歴史的・文化的景観が次世代に承継される
よう、関係する県や市町等と協働して、保存に努
めます。

また、県内の自然と歴史・文化の資産を保存し、
活用するため、市町や大学等の関係機関をはじ
め、地域のさまざまな主体等と連携協力して、三
重県総合博物館（MieMu）の整備を進めます。

海岸漂着物対策については、国の平成 24 年度補
正予算で措置された「海岸漂着物地域対策推進
事業」を活用し、県内の海岸漂着物の回収・処理
及び発生抑制対策を進めるとともに、引き続き本
県がリーダーシップをとり、東海三県一市の広域的
な連携・協力による発生抑制対策を進めます。

（５）生物多様性の保全および持続可能な利用
多様な自然環境を保全するため、三重県自然環

境保全地域などの管理や、里地里山などの身近な
自然を保全する県民による活動を支援します。ま
た、「三重県レッドデータブック 2005」で明らか
になった希少野生動植物を保全するための普及啓
発を行うとともに、特に保護が必要として県が指定
した希少野生動植物の保全活動を専門家や県民、
ＮＰＯ等と連携・協働して行い、生物の多様性を確
保する一方、鳥獣害対策として、農林水産物に被
害を及ぼす鳥獣の捕獲や、狩猟の適正化を進めま
す。

（６）自然とのふれあいの確保
県民が自然とふれあい、自然の仕組みや大切さ

を学ぶ場として、自然公園や自然遊歩道等の整
備・維持管理を行っていきます。また、大杉谷登
山歩道の全線開通に向け早期復旧を目指します。

（７）森林等の公益的機能の維持確保
「三重の森林づくり基本計画 2012」に沿って、

県民や事業者、森林所有者、行政などが互いに協
働しながら、「企業の森」等、さまざまな主体によ
る森林づくりを促進し、地域社会全体で支える森
林づくりを進めていきます。

さらに、中山間地域等直接支払制度をはじめと
する事業を活用し農地の保全を図るとともに、漁
場等においては藻場・干潟の保全・再生を推進す
るなど、公益的機能の維持確保に向けた取組を進
めていきます。

（８）良好な景観の形成
県民や市町による主体的な景観づくりを支援す

るとともに、三重県景観計画に基づく届出制度の
適切な運用や公共事業における地域の景観特性へ
の配慮などを通して、良好な景観づくりを推進しま
す。また、農山漁村の景観保全のために、農地・
水・環境保全向上対策をはじめとする、さまざま
な主体の参画による景観保全活動を支援すること
で、地域を支える担い手を育成します。


